
お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

ハ
イ！

119
番
で
す

健
康
ガ
イ
ド

ス
ポ
ー
ツ

イ
ベ
ン
ト

子
育
て
１
・
２
・
３

ま
ち
か
どtopics

広報あいさい　2020. 5 12

お知らせ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
納
税
が
困
難
な
方
に
は

猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す

■問
収
納
課 

☎（
55
）７
１
２
１

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
、

納
税
者（
ご
家
族
を
含
む
）が
罹
患
さ
れ
た
場

合
や
財
産
に
相
当
な
損
失
が
生
じ
た
場
合
な

ど
に
該
当
す
る
場
合
は
、
猶
予
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、
収
納
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
納
税
の
猶
予
に
つ
い
て
】

　
市
税
は
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
一
定
の
要
件
に
該
当
し
、

納
付
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
納
税
を
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▼
徴
収
猶
予
の
要
件
／
災
害
、病
気
や
負
傷
、

事
業
の
休
廃
止
、
事
業
に
著
し
い
損
失
な
ど

▼
換
価
の
猶
予
の
要
件
／
納
付
す
る
こ
と
に

よ
り
、
事
業
の
継
続
ま
た
は
生
活
の
維
持
が

困
難
に
な
る
場
合
で
、
納
付
に
誠
実
な
意
思

を
有
す
る
と
き
、
納
期
限
か
ら
６
か
月
以
内

の
税（
た
だ
し
、
他
に
滞
納
が
な
い
こ
と
）

▼
猶
予
期
間
／
１
年
以
内
で
、
各
月
に
分
割

納
付
を
要
し
ま
す
。

※
猶
予
が
認
め
ら
れ
る
と
、
猶
予
期
間
中
の

延
滞
金
が
軽
減
さ
れ
、
滞
納
処
分
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

▼
申
請
書
類
／
災
害
な
ど
の
事
実
を
証
す
る

書
類（
徴
収
猶
予
）、
財
産
状
況
、
収
入
・
支

出
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
な
ど
が
必
要

で
す
。

民
生
委
員
に
よ
る

高
齢
者
世
帯
調
査
を
延
期
し
ま
す

■問
高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）７
１
１
６

　
令
和
２
年
３
月
号
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま

し
た
、
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
、
高
齢
者
の

み
世
帯
の
方
を
対
象
に
民
生
委
員
が
、
対
象

者
の
お
宅
を
訪
問
し
緊
急
連
絡
先
な
ど
を
聞

き
取
る
調
査
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
を
予
防
す
る
た
め
、
延
期
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
延
期
後
の
実
施
時
期
は
、
回
覧
な
ど
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
は
中
止
し
ま
し
た

■問
環
境
課 

☎（
55
）７
１
１
４

　
毎
年
４
月
に
実
施
し
て
い
ま
し
た
狂
犬
病

予
防
集
合
注
射
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
拡
大
状
況
を
鑑
み
、
中
止
し
ま
し

た
。

　
今
年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射
は
か
か
り
つ

け
、
ま
た
は
最
寄
り
の
動
物
病
院
で
受
け
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

令
和
２
年
度
愛
西
市
青
少
年
国
際
交
流

事
業
海
外
派
遣
を
中
止
し
ま
す

■問
経
営
企
画
課 

☎（
55
）７
１
３
３

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
を
考
慮

し
、
８
月
20
日（
木
）～
26
日（
水
）に
計
画
し

て
い
ま
し
た
海
外
派
遣
は
中
止
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
公
費
負
担
に
よ
る
軽
減

強
化
に
つ
い
て

■問
高
齢
福
祉
課 

☎（
55
）７
１
１
６

　
令
和
２
年
度
の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
、

所
得
段
階
区
分
第
１
段
階
か
ら
第
３
段
階
ま

で
の
方
の
介
護
保
険
料
を
、
次
の
よ
う
に
変

更
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
７
月
中
旬
に
お
送
り
す
る
介
護
保

険
料
決
定
通
知
書
は
、
軽
減
後
の
金
額
で
決

定
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
届
出
な

ど
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

市
税
の
口
座
振
替
が
不
能
の
場
合
に
つ
い
て

■問
収
納
課 

☎（
55
）７
１
２
１

　
市
税
の
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
方
法
で
納

期
限
日
に
振
替
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
再
振

替
は
で
き
ま
せ
ん
。
納
期
限
後
20
日
以
内
に

「
督
促
状（
口
座
振
替
不
能
の
お
知
ら
せ
）」が

送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
取
扱
金
融
機
関
な
ど

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
残
高
不
足
の
場
合
に
送
付
し
て
い
た「
口

座
振
替
不
能
通
知
書
」は
、廃
止
し
ま
し
た
。

６
月
１
日
（
月
）
は
自
動
車
税
の
納
期
限

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
納
税
を
お
忘
れ
な
く

■問
西
尾
張
県
税
事
務
所 

☎
０
５
８
６（
45
）３
１
７
０

http://w
w

w
.pref.aichi.jp/zeim

u/
0000051633.htm

l

　

４
月
１
日
現
在
、
自
動
車
を
お
持
ち
の
方

に
、
５
月
上
旬
に
県
か
ら
納
税
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
。
お
近
く
の
県
税
事
務
所
、
金
融

機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
名
義
変
更
・
廃
車
な
ど
の
手
続
き

を
他
の
人
に
依
頼
し
た
自
動
車
の
納
税
通
知

書
が
届
い
た
場
合
は
、
手
続
き
が
３
月
末
ま

で
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
依
頼
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
転
居
な

ど
に
よ
り
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場
合

は
、管
轄
の
県
税
事
務
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
証
明
書

継
続
検
査
用
は
車
検
の
と
き
に
必
要
で
す
！

■問
収
納
課 

☎（
55
）７
１
２
１

　
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）納
税
通
知
書
の
右

側
に
は
、「
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）納
税
証
明

書
継
続
検
査
用
」が
付
い
て
い
ま
す
。
車
検

を
受
け
る
と
き
に
必
要
で
す
。
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
で
納
税
の
方
や
減
免
対
象
者
の

方
に
は
、６
月
上
旬
に
証
明
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
新
規
取
得
や
紛
失
な
ど
の
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
申
請
場
所
／
収
納
課
お
よ
び
各
支
所

▼
必
要
な
も
の
／
窓
口
に
来
ら
れ
る
方
の
本

人
確
認
書
類（
免
許
証
な
ど
）、
車
検
証
、
納

税
後
す
ぐ
に
証
明
書
が
必
要
な
方
は
、
領
収

書
ま
た
は
記
帳
後
の
通
帳

所得段階区分 保険料額(年額)

第1段階
前 23,000円

後 18,400円

第2段階
前 29,100円

後 21,500円

第3段階
前 38,300円

後 36,800円

市役所　〒496-8555（住所不要）　　FAX（26）1011　　  https://www.city.aisai.lg.jp/




